
制定 2022 年 10 月 28 日 

 

サステナブル調達基本方針 

 

当社グループは、「パートナーシップ構築宣言」によるサプライチェーン全体の連携・共存共栄を

進め、経営理念に基づき公平且つ公正な取引を実施します。 

当社は調達基本方針に基づき、取引先とともにコンプライアンス・環境負荷低減・人権尊重・労

働基準・などの社会的責任にも配慮した調達活動を実践し、取引先とともに気候変動などの環境

課題や人権尊重等の解決に向けた取り組みを推進してまいります。 

 

１. コンプライアンスの徹底 

コンプライアンス徹底のための仕組みを設け、法令及び社会規範の遵守に取り組みます。 

 

２. 調達活動における環境負荷低減（地球環境）への配慮 

調達活動を通して地球環境に与える負荷低減に取り組みます。 

 

３. 人権の尊重、労働環境への配慮 

当社の「人権基本方針」に則り、サプライチェーン内の人々の人権を尊重します。 

 

４. 公平且つ公正な取引による競争機会の提供 

独占禁止法などの公正取引に関する法令を遵守し、健全な商習慣、社会規範に従った調達

活動を実施します。優越的地位を利用した取引は行いません。 

 

５. 製品・サービスの安全と競争力の確保 

製品・サービスについては安全を第一に確保し、品質・価格・納期においても競争力向上に務

めます。 

 

６. 責任ある鉱物調達への対応 

紛争や人権侵害などが行われている地域で採掘された鉱物を使用しないサプライチェーン作

りを推進します。 

 

７. 信頼関係の構築 

上述の活動を通して取引先と信頼関係を構築し、共存共栄を図ります。 

 

以 上 


